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はじめに

「現代の奴隷制度」（modern slavery）と
表現されている「人身取引」（human traffick-
ing）は，全世界的な規模で解決を迫られて
いる深刻な人権侵害の問題である。グローバ

ル化が進行する現代において，人身取引には

国家の枠組みを越えた対策が必要である。そ

れに加え，人身取引の防止や加害者の取り締

まりのための法整備などといった一国内部で

の取り組み，さらには一人ひとりの具体的な

被害者への支援など，あらゆる次元での対応

が求められている。

人身取引をめぐっては，女性や子どもの人

身取引（性的搾取型や児童労働）には注目が

集まりやすいが，近年，男性も含む労働搾取

型の人身取引も問題となっている。国連麻薬

犯罪室（United Nations Office of Drugs and
Crime，UNODC）が発行した�Global Report
on Trafficking in Persons２０１７”では，２００４
年から２０１４年までの１０年間で，人身取引の被

害者のプロファイルが変化してきたと指摘さ
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�Abstract�
Empirical Research into the Structural Causes and Reality of
Forced Labor and Human Trafficking in Uzbekistan

�Trafficking� immediately reminds us of poor women force-
fully being taken to another country by �bad guys� who are part
of a global, highly organized criminal network. Whilst such scenar-
ios do exist, the grim reality is that more than 90% of cases of
forced labor and human trafficking are quite different. Most vic-
tims of trafficking become forced laborers and many become vic-
tims by virtue of being deceived by people from their own neigh-
borhood. Some victims then themselves transform into offenders
and the number of adult male victims is growing as well. In this
article, we discuss this situation through various means: examining
historical documents, using theoretical literature, and through in-
formation obtained from victims and members of a supporting
non�governmental organization acquired during a field trip to
Uzbekistan. The research made it evident that the issue of human
trafficking is neither only a problem of �victims� or �offenders� nor
is it restricted to the communities or even nations to which these
persons belong. Rather, it is clearly based on, and inseparably in-
tertwined with, the interlocking structures of global capitalism.
Hence, we argue that in any country of the world personal moral
responsibility must be exercised when purchasing cheap goods in
light of the fact they may have been produced via forced and/or
trafficked labor.

キーワード：労働搾取，人身取引，ウズベキスタン，事例研究
Key words：Forced Labor，Trafficking in Persons，Human Trafficking，Uzbekistan，Empirical Study
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れている（UNODC２０１６：６）。顕在化した
ケースのうち，依然として被害者の多くは女

性であるが，２００４年には１３％だった男性の被

害者の割合が，２０１４年には２１％にまで増加し

ている。人身取引被害者のうち，労働搾取の

ために人身取引された人びとの割合も増加し

ている。特に，南アジアでは，性的搾取型

（１５％）よりも労働搾取型（８５％）の方が多

く（UNODC２０１６：１１０），東ヨーロッパと
中央アジアでも，性的搾取型（３１％）よりも

労働搾取型（６４％）の方が多い（UNODC
２０１６：８５）。さらに，２０１２年から２０１４年に顕

在化したケースのうち，被害者の約４２％が国

内で人身取引されており，国内での人身取引

が増加していることは明らかであると指摘さ

れている（UNODC２０１６：６）。
UNODCは，これらの変化は「人身取引犯

罪の共通理解」が進んだことを示唆している

と述べている。かつては，人身取引とは，主

に遠く離れた国の女性たちを性的搾取のため

に豊かな社会に送り込むことであると考えら

れがちであった。しかし，今日では，人身取

引の加害者，被害者，搾取の形態，取引の流

れの多様性が，刑事司法の実践者たちに認識

されるようになり，それが統計にも反映され

ているのではないかと推測しているのである

（UNODC２０１６：６）。
近年，日本においても，労働搾取型の人身

取引に注目した研究が散見されるようになっ

た。例えば，「外国人研修・技能実習生のお

かれている状況や労働搾取の形態をとる『人

身売買』」まで視野に入れた佐々木綾子によ

る論考（佐々木２０１１）や，「労働搾取型の人

身取引が顕著になっているメコン地域におい

て，とくにタイを中心とした人身取引対策の

課題を提起すること」を目的とした齋藤百合

子の研究（齋藤２０１６）などがある。また，

人身取引への法律関係者の関心は高く，日本

弁護士連合会の機関雑誌『自由と正義』６４

（１１）では，「人身取引被害者の司法救済と

弁護士の役割」と題した特集が組まれ，指宿

昭一による「労働搾取型人身取引の実態と司

法的救済の取り組み」という論文が掲載され

た（指宿２０１３）。さらに，日本政府も，労働

搾取型の人身取引を，解決のための取り組み

が必要な問題と見なすようになっている。政

府の「犯罪対策閣僚会議」のもとで開催され

ている「人身取引対策推進会議」（議長：官

房長官）が発表した『人身取引対策に関する

取組について（年次報告）』では，「人身取引

の防止」の章において「労働搾取を目的とし

た人身取引の防止」と題した節を設け，外国

人技能実習生の保護のための取り組みが必要

であることを論じている（人身取引対策推進

会議２０１８）。

しかし，いまだに一般的には，人身取引を

女性の性的搾取や児童労働問題としてしか捉

えない認識が支配的であり，上記のような現

実とは乖離しているのではないだろうか。労

働搾取型の人身取引について，そもそもどの

ような問題なのか，問題の背景は何であるの

かなどといった議論が，十分に整理されてい

るとは言い難い。また，人身取引は被害者保

護の必要性が極めて高いうえに，多くのケー

スにおいて国際犯罪組織が関与しており，支

援に関わること自体の危険度が高い。そのた

め，具体的なケースや支援の実態は顕在化し

にくく，人身取引を「身近な問題」として捉

えづらい現状にある。

これらを踏まえ，本稿では，労働搾取型人

身取引の背景と実態の一端を明らかにするこ

とを目的とする。まず，労働搾取型人身取引

の定義と歴史的背景について，パレルモ議定

書や ILOの議定書などを中心に確認する。
つぎに，強制労働に関する議論がどのように

展開されてきたのか，先行研究を学際的に検

討し整理する。そのうえで，筆者らが２０１７年

にウズベキスタンで調査した労働搾取型人身

取引の被害者と支援者の事例を提示し，先行

研究の知見を踏まえて分析する。
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１．「労働搾取型人身取引」の定義と
歴史的背景

１．１．「人身取引」とは

２０００年の国連総会において，「『国際的な組

織犯罪の防止に関する国際連合条約』を補足

する人（特に女性及び児童）の取引を防止し，

抑止し及び処罰するための議定書」（パレル

モ議定書）が採択されてから，人身取引は深

刻な人権問題として広く認識されるようになっ

た。「パレルモ議定書」において，人身取引

は以下のように定義されている。

「人身取引」とは，搾取の目的で，権

力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずる

こと又は他の者を支配下に置く者の同意

を得る目的で行われる金銭若しくは利益

の授受の手段を用いて，人を獲得し，輸

送し，引渡し，蔵匿し，又は収受するこ

とをいう。搾取には，少なくとも他の者

を売春させて搾取することその他の形態

の性的搾取，強制的な労働もしくは役務

の提供，奴隷化もしくはこれに類する行

為，隷属又は臓器の摘出を含める。（パ

レルモ議定書第３条（a））

さらに，続く同条（b）では，「（a）に規
定する手段が用いられ場合には，人身取引の

被害者が（a）に規定する搾取について同意
しているか否かを問わない」と定義されてお

り，同意があったとしても，上記（a）に列
挙された手段がとられた場合には，人身取引

に該当するとされている。また，続く同条

（c）では，「搾取の目的で児童を獲得し，輸
送し，引き渡し，蔵匿し，又は収受すること

は，（a）に規定するいずれかの手段が用いら
れない場合であっても，人身取引とみなされ

る」と規定されている。

山田は，人身取引等に関する従来の国際条

約と比較したパレルモ議定書の特徴として，

①「人身取引の定義を広く明確化した点」，

②「強制的運搬よりも搾取を重視している

点」，③「締結国に人身取引を生み出す需要

をなくす処置を取るよう規定した点」を挙げ

ている（山田２０１６：６）。

①については，以前より問題視されていた

女性や子どもの人身取引や強制売春だけでな

く，（男性も含む）労働搾取型等も含む幅広

いものとして人身取引が定義づけられている。

②については，強制的運搬は方法であり，搾

取がその目的であることが明確化されている。

さらに，強制性について，一般的にイメージ

されるような「無理やり」だけでなく，騙さ

れたり脆弱な立場に置かれたりすることも含

む幅広い定義となっている。③に関しては，

パレルモ議定書では，４Psと呼ばれる，人身
取引の防止（prevention），加害者の訴追・
処罰（prosecution／punishment），被害者の
保護（protection），国際協力（partnership）
の必要性が規定されており，実践的な内容と

なっている（山田２０１６：６）。

以下では，パレルモ議定書における「搾取

の目的」に含まれており，本稿のテーマであ

る「強制労働」の定義に焦点を当てたい。

１．２．「労働搾取」，「強制労働」とは

１９２６年に国際連盟（当時）において，「奴

隷条約」（Slavery Convention）が締結され
た。これに伴って，植民地の人びとが法律的

には「自由」になったはずであるが，支配国

の経済的繁栄のために彼／彼女らの労働が相

変わらず必要とされていた。ゆえに，支配国

の政治家および資本家は，一方では植民地の

住民たちの労働力を非常に安く利用すること，

他方でそれらの労働者が自国民と同様の条件

を要求する権利を否定することの根拠として，

強制労働を制限すると同時に，制限の例外も

明確にする規定を望んでいた。奴隷条約では，

「強制労働」が３つの要素のもとで定義され

ている。①労働，又はサービス，②処罰の脅
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威，③（労働者の）自発的申し出の欠如である。

この定義に関する様々な議論を検討し，ま

た今日的な視点から考えても，以下の２点が

問題として浮かび上がる。①最初に自発的に

労働し始めた場合でも，労働条件が後から強

制的になることがある。②そこで仮に処罰の

存在が無くとも，自分の意思で労働をやめた

り逃げ出したりすることができないという条

件の可能性（現実として当時でもまれではな

かった）がまったく無視されている，という

点である（Ollus２０１５：２２６�２２９）。
１９５７年に，「強制労働の廃止に関する条約」

（ILO条約１０５号）によって強制労働が廃止
された。ドイツの捕虜収容所をはじめ，第二

次世界大戦の経験と冷戦の状況がその背景と

なっていた。当時，国連において米国の労働

組合は，ソ連が政治的な反対者を捕虜収容所

で処罰したことを批判した。そのことがきっ

かけで，「強制労働」の再定義が議論された。

そこで，ソ連は「労働者の雇用者への個人的・

経済的依存を含む」包括的な定義を要求した

が，このような広い定義の案が被雇用者を中

心に排除されてしまった。結局，強制労働の

禁止は，限定的に政治的威圧，経済発展のた

め，労働者の懲罰，ストライキ参加に対する

処罰及び，人種的，社会的，国民的，宗教的

差別といった目的に関わるもので定義された。

２００５年に発表されたグローバル・レポート

（A Global Alliance against Forced La-
bour）において，ILOは，人身取引を組織
的犯罪の問題としてよりも，グローバルな労

働市場の問題として位置づけた。さらに，２０１４

年の ILO総会で採択された「１９３０年の強制
労働条約の２０１４年の議定書」に関して行われ

た議論では，強制労働と人身取引との関係性

について，その２つのどちらの方が包括的な

現象でどちらがその一形態であるかというこ

との曖昧さが，改めて明らかになった（Ollus
２０１５）。しかし，強制労働を伴わない人身取

引が存在し，人身取引を伴わない強制労働も

存在することは間違いない。また，人身取引

も強制労働もグローバルな資本主義とそれに

起因する不平等な世界の労働市場が継続する

限り減少するのではなく，むしろこれからも

増加するおそれがある。

２．強制労働に関する理論的展開

２．１．「奴隷」や「強制労働」の定義問題

奴隷制から，強制労働，「不自由労働」（un-
free labour），そして資本主義経済の商品化
された日常的な労働まで，一種の連続が存在

しており，はっきりとした線引きは大変難し

いといわれている。その点について，例えば，

Ollus（２０１５）が強調しており，また，Paz�
Fuchs（２０１６）は歴史的な具体例を含めなが
ら法律専門家の視座から説明している。英語

で�slavery�，�servitude�，�serfdom�，�debt
bondage�，�peonage�，�forced labour�という
表現がほぼ同様な意味で使われているという

こともある。ILOは「奴隷労働は強制労働の
一種である」とはっきりと述べている（ILO
２００５）。

Greenidgeによれば，「強制労働」と「奴
隷労働」との最も大きな違いは，「強制労働」

は国家が国民個人の承認・自主性なしに労働

を強いるものであるのに対して，「奴隷」と

は，ある個人が利益を得ることを目的にして，

他人の労働力を用いることである（Greenidge
１９５４）。

Craneは「奴隷」の定義の曖昧さの理由と
して，人々の信念（beliefs）以外に，もう一
つの重要な点を指摘している。それは，「奴

隷制」は，国際的に批判され，禁止されてい

るので，この表現の使用は政治的に非常にデ

リケートになっているという点である。「奴

隷」という表現を使うならば，同時に対策の

必要・義務が含意されるので，多くの国の代

表者は，むしろ「奴隷の様に」あるいは「強

制労働」という表現を優先的に使用する傾向
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が強い。ゆえに，「現代の奴隷」を論じる際

には，様々な所有者の権限に属する権力の下

で行われている多様な慣習が対象となる。

Craneは�Anti�Slavery International�という
NGOの文書を引用しつつ，奴隷制の決定的
な要因として次の４つを挙げている。①脅迫

によって強いられた労働，②精神的，身体的

虐待，またはその脅威による「使用者」の統

制，③非人間化され「物」扱いを受けること，

④移動の自由が物理的に制限されるか禁止さ

れること，非常に低い賃金によって経済的搾

取に支配されることである（Crane２０１３：４９
�５１）。
経済学の視野から端的に述べると，「強制

労働」は，処罰の恐怖がないならば誰もが拒

否するような労働条件を受け入れざるを得な

いという強制のもとで行われる労働である

（Sarrica２０１５：１３８）。ILOによれば，２，０００
万人以上（ILO２０１２）の被害者の経済的搾
取によって不正に得られた利益は，１０４億 US
ドルに上っている（ILO２００９：１４５）。さら
に，Belser（２０１４：１７）によれば，国家が押
し付けた強制労働は強制労働全体の約２０％に

およんでいる。

以下では，まず法律の視野から「奴隷」や

「強制労働」の特徴を述べて，つぎに，経済

学及び他の社会科学の観点から，どのように

論じられているのかを検討する。

２．２．「奴隷」の特徴：尊厳の否定

Paz�Fuchsは，「奴隷」と定義されるもの
と，現在の資本主義が生み出している一部の

労働条件とを比較しながら，奴隷制の特徴と

して７つの要素を挙げて個別的に検討してい

る。それは，①屈辱を与えられる，②個人の

所有物化，③脆弱な人びとの搾取，④自由選

択の不可能，⑤一般的な労働の基準に満たさ

ない労働条件，⑥労使関係を終了させる権利

の不平等，⑦労働時間外まで及ぶ統制である

（Paz�Fuchs２０１６：７６２）。

「屈辱」の反対語として使われる「尊厳」

は，法律の領域で非常に重要視されているも

のであり，人権の基礎と考えられることが多

い。Hegel（２００３）は，人間の尊厳の否定が
法律的・社会的権利を制限する手段として使

われることを示した。これを前提にすれば奴

隷の労働搾取は「目的」であるよりも「屈辱

の手段」となる。このような関連は，米国の

過去における黒人の扱い方から確認すること

ができる。つまり，黒人を奴隷として扱うと

いうことが差別する手段として用いられたの

であり，黒人は「奴隷だから嘘つきであり信

用できない」という理由から裁判で発言する

ことさえ否定された（Paz�Fuchs２０１６：７６３）。
このように尊厳を否定されることを Patterson
（１９８５）は「社会的死」と名づけている。

このように人を「物」のように扱い，社会

的に死にいたらしめるという例は，残念なが

ら，過去のこととは限らないことをPaz�Fuchs
も指摘している。１４世紀において奴隷を買っ

たある人物は，奴隷を自分のために働かせる

ためではなく，他人に貸すためだけ購入した

と批判されたという。それに対して現在，資

本主義の国々で承認されている「派遣会社」

は，人びとを「物」のように貸し出すことで

商売していることそれ自体は余り批判されな

いのはどう考えるべきだろうか（Paz�Fuchs
２０１６：７６６）。もちろん，派遣会社に雇用され

た人に派遣先を否定する権利がある（はず）

という点で奴隷とは決定的に異なる。この延

長線上で，プロのスポーツ選手の「売買」が

社会的・経済的地位と実際におかれている条

件が引き起こす「矛盾」の例としてよく挙げ

られる。しかし，筆者らは，彼／彼女らは人

身取引の被害者で強制労働を強いられている

貧困者とはまったく別物であると考えている。

奴隷＝尊厳の否定が人種の区別の元で行わ

れているかどうかについては，奴隷研究の専

門家の間でも意見が分かれている。例えば，

Patterson（１９８５）は，アメリカ合衆国の歴
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史を中心に尊厳の否定は人種差別と深い関係

をもっていると強調しているのに対して，奴

隷研究の第一人者である Kevin Balesは，
人種は過去に決定的な要因であったとしても，

現在は人種ではなく，巨大な経済力が奴隷制

の決定的な要因となっているという立場をとっ

ている（Bales２０１５）。
一般論としては，移民が傷つけられやすい

立場におかれていることは間違いない。これ

は彼／彼女らが，特に望まれているわけでも

なく，「外」から来て，場合によっては非合

法で入国したという事情と深い関連がある。

その中でも女性の方が傷つけられやすいのは，

性的搾取が多いためだけではなく，家庭内奴

隷の境遇に陥る危険性が非常に高いというた

めでもある。家庭内の移民労働が特に問題視

されているのは主に次の３つの条件のためで

ある。①ジェンダー化されていること，②被

雇用者の家での住み込みを含む親密な関係を

持つこと，③２４時間の（例えばケア）労働が

要求されることが珍しくないことである

（Mantouvalou２００６）。人身取引によって，
上述した条件の中で労働を強いられている女

性は，全世界に４００万人ほどいると推測され

ている（European Parliament２００１）。仮に
本人が解放されても，この酷い経験は彼女達

の人生全体に長期的に影響を与える。「被害

者がおかれている，外部の世界に対する恐怖

と結びづいている身体的・感情的孤立は，解

放の後でも長期的に継続する心理的な問題と

混乱を引き起こしている」と指摘されている。

（European Parliament２００１．７）

２．３．「強制」とは

（裁判などで）強制労働の有無の判断にお

いて最も決定的な要素と見なされているのは，

最初のステップ（＝強制労働の始まり，また

は移動の始まり）を本人が自主的に行ったか

どうかということである。だが，騙されて労

使関係に入った人が多いのであるから，入り

口での自主性によって判断するのは不適切で

あろう。また，例えば国家が強制労働を強い

る場合には，間接的な手段を使って大きな圧

力をかけることも充分に考えられる。例えば，

イギリスとアメリカ合州国では，過去に「物

乞い」が法律的に禁じられた結果，刑務所の

収容者が増えると共に，刑務所に収容される

ことを恐れて，どんなに酷い労働条件でもそ

れを受け入れて労働契約に同意する人も増え

たという（Paz�Fuchs２０１６：７７２）。
強制労働や奴隷制度の背景にある権力構造

を利用し，脆弱な人びとを搾取する権力者・

雇用主が多いが，裁判ではこれらの条件は

「間接的に」影響を与えるに過ぎないものだ

という理由で，多くの場合無視される。裁判

においてはむしろ自主性，非合法性，「避け

られない苦難」等の証明の有無が重視されて

い る（Paz�Fuchs２０１６：７７２�７７５）。ま た，
例えば Srinivasan（１９８０）の様に，強制労働
に導く契約にサインする労働者が，その契約

は他の可能な選択と比べて最も良いものだと

判断したという意味では，合理的な選択を行っ

ているという立場をとっている人もいる。

「強制労働」のもう一つの特徴として，労

働者が自分の意思で関係を終わらせることが

できないという条件がある。具体的には雇用

者からの手付金の要求，パスポートの保管，

暴力の行使（またはその脅威），経済的な処

罰などで，労使関係の終結を阻止されている

ことがあり得る。現在，欧米諸国（例えばイ

ギリス）でも，移民労働者がそれまでの労使

関係をやめて別な使用者に変えたいと考える

ならば，ビザの種類によっては滞在権が消失

してしまう可能性がある（Paz�Fuchs２０１６：
７７８�７８２）。
知識人は奴隷を論じる際に，もともと倫理

的な観点を重視していた。経済的な観点が中

心となる研究が始まったのは，前世紀の中頃

に出版されたEric Williamsの�Capitalism and
Slavery�（１９４４）以降である。
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「強制労働」という概念がどれほど広く使

われているかは，リバタリアンの政治哲学者

Robert Nozickの論点で明らかになる。Nozick
にとっては，国家は暴力，詐欺，窃盗などか

ら住民たちを守るという役割のみに制限され

るべきであり，それ以上の活動・課題のため

に税金をとることは，「強制労働」を意味す

る。なぜならば，人びとが自分の生活に必要

であると思っている以上の労働を行いたくな

いことを無視して，彼／彼女らが得られるは

ずの賃金から一部を税金として要求している

からである。その結果，人びとは自分の生活

費を得る必要以上に働かなければならなくな

る。この分の仕事を Nozickは「強制労働」
と呼んでいる（Nozick１９７４）。
被害者側に焦点を与える多くの文献と異な

り，Crane（２０１３）は奴隷を使用する会社の
マネジメントに注目を向ける。奴隷は法律的

権限と人種の区別に基づいた公的に承認され

た慣習から，次第に違法化・犯罪化され，非

公式に，経済的目的で行われるものに変化し

たといえる。経済学の観点から見ると，奴隷

制は基本的に違法の手段で最も基本的な資源

（つまり労働）を極端に安く手に入れる試み

であると言える。

２．４．労働力不足と労働力の搾取

Sarrica（２０１５）は，こうした事実を前提
に，人身取引や強制労働が使用者と被害者と

同時に，さらに両方が属するコミュニティに

与える経済的な影響に注目している。人身取

引を行う人物が被害者の労働力を狙って搾取

するのと同時に，実際に被害者の尊厳，健康

や命まで搾取するケースが多い。

他方，強制労働によって利益が上がるかど

うかについて経済学者は従来から議論してき

た。Adam Smithは１７８９年という早い段階
で，奴隷の労働は雇用主と奴隷の必然的な関

係の対立を考えれば最も高い労働力であると

説明した。それに対して，１９５８年に Conrad

とMeyerは，奴隷への投資を他の投資と比
較する研究を行い，奴隷への投資はより多く

の利益を生み出すものであることを示し，Fo-
gelと Engermanは，（少なくとも）アメリ
カ合衆国の南部の州において奴隷制が生産性

を増加させたことを論証した（Fogel／ Enger-
man１９７４）。「新マルサス派」の経済学者が，
ヨーロッパの歴史を遡って人口の減少に伴う

労働力減少の時こそ封建制が衰弱した，と強

調するのに対して，Domar（１９７０）は，特
に土地が広く労働力が不足している時に強制

労働が雇用主に魅力的になると強調する。だ

が，典型的な伝統的社会においては，余分の

労働力が存在するので労働の限界製品（mar-
ginal product） が少なく，コストは「自由」
な労働と比べて多少安いにしても生産性が低

いので強制労働は余りないはずだと論じてい

る。AcemogluとWolitzkyは詳細な経済学
的検討によって，つぎの関連を明らかにした。

労働力不足は強制労働の労働者の限界製品を

増やすので，雇用主がより大きな脅迫を使っ

て労働者の「努力」・生産性を更に高める傾

向を強める。同時に自由な労働者にとってよ

り多くの選択が可能になる効果が生み出され

る。この２つの効果のうちどちらの方が強い

かは，人口の変化が市場価値に与える影響の

方が大きいか，あるいは，労働者の選択幅へ

の影響の方が大きいかによって異なる

（Acemoglu／ Wolitzky２０１１）。他方，雇用
主が労働者の選択を減らすことで強制を増加

させることもある（Belser２０１４：２０�２１）労
働力不足以外にも，産業構造，労働のつらさ

等の要因によって計算の結果は変わってくる。

強制労働の雇用主が労働市場に必要とされる

賃金と限界生産に対応した賃金より低い賃金

を払っているので，経済の総生産は減少する

（Belser２０１４：２３）。
また別な視野で Allenと Strait（２０１３）は

「触発と磁石（Catalysis and Magnets）」
理論を元に自然災害が強制労働に与える影響
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をアメリカ合衆国のハリケーン「カトリーナ」

と日本の東日本大震災を具体例に，経済的，

社会的，法律的変数記号を使用しつつ検討し

た。その結果，この３つの変数記号が全て強

い影響を与えることを明らかにした。

これらの議論を背景に，Sarrica（２０１５）
は労働市場を軸に強制労働の経済的利益の計

算を行った。その結果は，つぎの通りである。

①強制労働の文脈においては労働の提供と需

要が合うかどうかは，強制労働の存在の有無

と全く関係がない。②労働市場で労働不足が

あればあるほど強制労働の被害者の損失が大

きくなる。③労働内容が難しければ難しいほ

ど被害者の損失が増える。④強制労働によっ

て得られる利益は労働市場と経済状況と無関

係に自由な労働によって得られる利益を超え

ている。影響を与えるのは，有効な犯罪司法

制度が存在するかどうかということのみであ

る。⑤被害者への援助，法律の遵守活動，予

防活動などは計算に入れなくとも，強制労働

の被害者が多ければ多いほど彼／彼女らのコ

ミュニティの損失が大きい。言い換えれば，

この場合，労働力を提供する経済的に貧困な

社会の財産が強制的に加害者側とその，より

「リッチ」な社会へ移される。

２．５．奴隷使用者のマネジメント

奴隷が法律上禁止されたにもかかわらず増

加しているのは，人口の変化，社会環境の変

化や支配的価値観の変化が余り広がっていな

いニッチ（市場の隙間）が存在するからであ

る。自己利益のみを追求する組織がこういっ

たニッチを悪用する。そこでは奴隷を使用す

る組織には，より正当な労使関係を作らなけ

ればならないという外部の圧力を避ける方法，

又は使用している常習行為をより適法に見せ

る方法を見つける。これらの方法を Crane
（２０１３）は「奴隷マネジメント・ケイパビリ

ティ」（slavery management capability）と
して論じている。彼は「オペレーショナル

（運用）・ケイパビリティ」としては，ある

文脈の中で奴隷の使用を可能にする「搾取す

るケイパビリティ」と「孤立させるケイパビ

リティ」を挙げている。またこの奴隷制に適

切な文脈を作り上げ継続させる能力として

「持続させるケイパビリティ」と「形作るケ

イパビリティ」を挙げている。

現在でも奴隷が存在しているのは，特に技

術的発展の少ない領域の農業，漁業，炭鉱労

働と，レンガ造りや絨毯織りの様に手間のか

かる産業，また規制が（ほぼ）存在しない家

庭内労働や性産業である。更に供給チェーン

の末端のマージンが小さく外部のコントロー

ルが少ない小規模ビジネスにおいても存在す

る。特に労働力が少なく労働力の需要が（例

えば農業の場合のように）非常に変化が多い

産業，労働の内容が日本の「３K」に対応す
るような産業では奴隷扱いが生じやすい。奴

隷の使用は非合法であり，奴隷及び他の必要

な生産手段を供給するネットワークの活動は，

社会的規範と不和合であるので，簡単に広が

ることは無く，むしろ孤立した地域内のクラ

スターで固まっている。

社会経済的な観点からは，貧困が何よりも

重要なプッシュ要因となっている。貧困が，

自分のいる場所でよりも他の場所で酷くない

と認識され，しかもこの他の場所に行くには

仲介者が必要であるということと，貧困者が

情報を得る機会が余りなく，結局殆ど仲介者

が提供する情報に依存するという条件で，奴

隷とされる危険が最も大きい。貧困の要因と

しては（特に構造的）失業だけでなく貧しい

教育も挙げられる。教育水準が低いというこ

とは，就職・仕事の可能性を制限するだけで

はなく，危険への不注意と自分がおかれてい

る条件の理解不足にも結びついていくからで

ある。その結果，強制労働の条件が問題にさ

れたり報告されたりすることもない（Belser
２０１４）。

以上のことから既に明らかになったと思わ
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れるが，地理的に家族や友達，サポートでき

る知り合いや団体などから離れたところで人

間を奴隷として扱うのが使用者側には有利で

ある。物理的，政治的，精神的な距離と共に

奴隷化された労働者のコントロールや依存を

増加させるコストが低くなるからである。

奴隷労働 （bonded labour）が長期的な
伝統や習慣に基づいている国や地域もある。

その住民達は，不平等，搾取や差別を当たり

前と思い込んでおり，権利意識も欠けている

ので，奴隷制や強制労働が容易に広がりやす

い。その中でも女性，少数エスニック集団の

メンバー，また子ども達が犠牲者になる危険

が特に大きい。また，宗教・信仰が奴隷扱い

や強制労働を「個人的運命」として承認する

根拠になることもある（Crane２０１３：５７）。
強制労働の背景としては，ガバナンス（gov-
ernance）の弱さが典型的である。例えば政
府の統制能力，法律の実現力，政治的安定，

取り締まりの能力，贈収賄のコントロールの

弱さ，逆に市民の声や最近特に明白になった

マスコミやソーシャルメディアの強さが決定

的な影響を与える要因となる。ウズベキスタ

ンの様に，非民主主義的制度と弱いガバナン

スが結びついている場合，贈収賄，資源の欠

損や悪質なマネジメントによって奴隷や強制

労働が行われる危険が非常に大きい。しかし

ながら，ガバナンスが弱くない（と言われて

いる［筆者］）アメリカ合衆国，カナダ，Ｕ

Ｋ，イタリア，日本の様な経済構造の「先進

国」においても，「現在形」奴隷の事例があ

る（Crane２０１３：５８）。
奴隷を使用する組織のマネジメントには，

暴力，借金マネジメント，計算を不透明化す

ること，労働力サプライチェーン・マネジメ

ントが非常に重要な手段である。違法性を隠

すために被害者に契約書にサインさせるとこ

ろで直接的・間接的暴力（又はその脅威）を

使用する。契約によって組織が多かれ少なか

れ被害者対所有者の様な権利関係を保障する。

組織の「ボス」及び他の代表者は暴力を用い

ることを繰り返し見せつけたり，命令に従う

人間を優遇的に扱ったりするといった行為を

通して一種の「信望的資本」（reputational
capital）を得ることができる。彼らは，労働
者が解放や労働負担の軽減を希望する代わり

に，「ご都合主義的」な行動をとることを目

的にしている（Crane２０１３：５９）。
暴力と共に，または暴力の一種として「借

金」の操作がある。この方法は特に労働者に

移動が必要な場合非常に有効に使用される。

奴隷制のネットワーク内での労働者の売買の

繰り返し，労働場での高料金の宿泊のシェル

ターの提供，元の「借金」への高利子付与な

どの方法によって被害者の「借金」を増加さ

せたり不透明にしたりする。詐欺的に作られ

た借金の計算書に強制的にサインさせること

さえある（Crane２０１３：６０）。
Crane が紹介した視点からすると，「計算

を不透明にする能力，書類を作らない口頭の

計算を作成したり，それを長期的に維持し伝

達したりする不法の能力，この計算を，内側

及び外側の人を納得させるように正当化する

能力とのコンビネーション」（Crane２０１３：
６０）が利用されている。

農業の雇用主が労働者の労働力と共に彼・

彼女らの「借金」から利益を奪っているよう

な場合には，技術的な改善によって生産性を

増やすことは，かえって雇用主に望ましくな

いこととなる（Belser２０１４：２１）。
奴隷の労働力を確保するためには組織暴力

団のシンジケートネットワークが使用される。

そこでは丈夫な協調関係だけではなく，根本

的な協力と信頼関係も必要である。そのため

には同じ民族性のような共同的アイデンティ

ティが有効である。ゆえに，労働力を確保す

るマネジメントのケイパビリティは，外部の

圧力からの防御のためにネットワーク内信頼

関係を作る能力と，外部に対する不透明さを

増加させるために共通のアイデンティティを
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使用する能力とを必要とする （Crane２０１３：
６０�６２）。 他方，人身取引が発見されるリス
クは低く，発見されたとしても刑罰は小さく，

高い利益を得られることが，シンジケートネッ

トワークにとって魅力的である（Belser
２０１４：２２�２３）
組織が周りの人々から最低限の承認を受け

るためには，自分の行動を正当化する合理化

の話術を使用する。その中で特に多いのは，

労働者が労働を拒否するから悪い，他の犯罪

者と比較して自分達が「良い方」だ，より高

度の恩義を大事にしているなどである。こう

いった合理化は奴隷や強制労働をノーマライ

ズし，倫理的にそれほどの問題ではない慣習

に見せたりすることで，多くの場合成功する。

人々をこういった文脈に慣れさせるには，他

にも多様な方法が使用されているが，被害者

を「吸収する」（犯罪者組織のメンバーであ

るかのように感じさせる）のが最も効率的で

ある。なぜかと言うと，吸収の場合，奴隷の

スティグマは団結のために働き，一種の「文

化」に変えられるからである。非形式的な陳

情運動，贈賄，脅威なども有効につかわれる。

こうして「文化的認識の文脈」を作ることを

通して市場に関係のないアクターやステーク

ホルダーをも非合法の活動に巻き込むことに

よって，自分が批判されたり，訴えられたり

するリスクを減らすことができる。この様な

つながりを Craneは「贈収賄と奴隷制との
共生関係」（�symbioticrelationshipbetween
corruption and slavery�）と呼んで い る
（Crane２０１３：６２）。
結果的に奴隷制は，社会変化の中での一つ

一時的な現象と見なすべきではなく，社会の

組織や制度の中で存在するという事実をCrane
は強調する。雇用主はある条件に合った空間

を使って，周りにも影響を与えながら違法的

な活動を組織的に遂行し，人間を軽侮し，た

だの道具扱いして，経済的な利益を得ようと

する。このように見た場合，奴隷は資本主義

の内で最も極端な労働力扱いをされるものに

「過ぎず」，程度の問題があるにせよ資本主

義に内在する労使関係の不平等にそれを生み

出す根本的な原因があるといえるのではない

だろうか。

２．６．奴隷や強制労働の根拠

一般的に「強制労働」は（いわゆる）「発

展途上国」において単純労働者の供給を増や

したり該当国が輸出した商品の価格を減らし

たりすることによって輸入国の消費者の購買

力を高めるという結果を生み出していると想

定されている。しかし，同時にそれはその輸

入品を対象に競争する会社とその社員・労働

者には損害を与えている」（Belser２０１４：２４）。
この望ましくない効果を押さえるために，い

わゆる「先進国」の市場で売買される商品の

生産過程では，ある労働基準が満たされるこ

とを条件にするという対策がWTOに提案さ
れたが，これは否定された。

経済学者は労働市場での取引は基本的に

「自由」であることを前提にしているが，実

際に人間の歴史を遡ってみると，労働力の取

引の多くは「強制的」だったと言える

（ Acemoglu ／ Wolitzky ２０１１）。 Ollus
（２０１５：２２５）は人身取引は「例外の問題」

ではなく，移民に弁護者や権利が欠損する世

界において日常的に行われる労働者の搾取の

一表現であることを指摘している。言い換え

れば人身取引は，傷つきやすい移民が無節操

な犯罪者の犠牲になってしまったというよう

な，「弱い」人々と「悪い」人々が（多かれ

少なかれ）偶然出会った場所における「事件」

ではなく，非常に複雑で多様な側面を含む移

住，エージェンシー，権利，グローバル化に

根本的な関係のある問題として考えるべきで

ある（Ollus２０１５：２２５）。Lebaron，Howard，
Thibos，Kyritsis（２０１８）も Ingram（２０１２）
も，この関係の詳細を厳密に分析している。

それを簡単にまとめると，つぎのようになる。
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豊かな社会に本社があるグローバル大企業

は，デザインやマネジメントに集中して，生

産，運搬などの部分を全て複数のレベルの下

請け会社に任せている。そこで下請け会社同

士の国際的な競争が非常に激しくなる。その

中でコストを減らすことが可能な部分は非常

に限定されており，ほとんど労働の分野のみ

となる。そこで労働力のコストを減らすには

労働者に労働市場で「公平」とされている賃

金以下の賃金を払うことが下請け会社の責任

者には最も合理的な方法に見える。他方，労

働者はこの賃金で我慢する何らかの強制が無

い限り，契約をしない。そこで「何らかの強

制」となるのは，身体的・精神的暴力である

こともあり得るし，労働者がおかれている経

済的な条件であることがより多い。

強制労働を減らすには，グローバルな貧富

の格差による移住を不必要にする政策と，国

際的に活動する大企業の政治的影響力への有

効な対策が最も根本的なもので必要不可欠で

ある。勿論，その上で更にマスコミなどによ

る情報の提供，国際的に通用する法律，豊か

な国をはじめ消費者の注目や価値観の変化な

どが欠かせない。それらの変化なしには，巨

額の予算の対策も小規模で限定的な介入で終

わってしまい，奴隷と強制労働を止めること

はできなく，それらは今後とも増加するおそ

れが大きい。

３．ウズベキスタンの概要

３．１．ウズベキスタンとは

筆者らは，２０１７年，ウズベキスタンにおい

て，労働搾取型人身取引の被害者と支援NGO
の代表らにインタビュー調査を実施した。こ

こでは，調査事例を提示するにあたり，ウズ

ベキスタンに関するデータを概観したい。

ウズベキスタンは，中央アジアに位置する

旧ソ連の共和国のひとつである。国連人口基

金の統計によると，２０１７年における人口は

３，１９０万人である。ウズベキスタン国家統計

委員会の統計によると，民族構成は，ウズベ

ク系（８３．８％），タジク系（４．８％），ロシア

系（２．３％），カザフ系（２．５％）などとなっ

ており，多民族国家である。国民の９０％以上

がイスラム教スンニ派である。

もともとソビエト社会主義連邦共和国を構

成するウズベク・ソビエト社会主義共和国で

あったが，１９９１年のソ連崩壊に伴いウズベキ

スタン共和国として独立した。しかし，独立

後も政治体制に大きな変化は生じず，行政府

が強大な権力を握る独裁的な政治体制が続い

ている。なぜならば，旧ソ連時代に大統領で

あったイスラム・カリモフが，独立後も２０１６

年に死去するまでの２５年に渡って大統領の座

に君臨し続けたからである。二院制の議会が

あり選挙も実施されているが形式的なもので

あり，政党活動の自由が保障されているとは

言い難い。こうした政治体制が続いてきたの

は，対外的には旧ソ連（ロシア）の影響から

の脱却を，対内的には多民族の統制の維持を

目指してきたことと関係していると考えられ

る。

関は，ウズベキスタンは旧ソ連地域の中で，

「最も権威主義的な政治体制をとる国のひと

つ」であると指摘する。カリモフは，強力な

治安機関を基盤としつつ，中央と地方の国家

官僚を定期的にローテーションすることで対

抗勢力が形成するのを防ぎ，自身への忠誠心

を競わせてきた。ウズベキスタンの「超大統

領制」は，「個人主義に対する集団的価値の

絶対的優位，変化を望まぬ保守的な思考，イ

ニシアチブの抑圧といった，農村社会に伝統

的な家父長制が残るウズベキスタンの民衆の

メンタリティにある程度合致している」とい

う（関２０１２：２６８�２６９）。
ウズベキスタンの強権的政治体制を維持す

るのに，「マハッラ」が果たしてきた役割は

非常に大きい。マハッラとは，中央アジアの

ムスリム社会に見られる小規模な居住地域を
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単位とした「伝統的な」地縁共同体である。

独立後のウズベキスタンでは，社会主義にか

わる新たなイデオロギー的支柱として政府主

導の民族主義が台頭した。その流れのなかで

政府はマハッラの復興を掲げ，政治的に利用

してきた。現在，全ての居住区に「マハッラ

委員会」がおかれ，最小の行政単位としての

機能を担っている。その数は１万以上あり，

ひとつのマハッラには１５０～１５００世帯，平均４００

世帯程が居住している（樋渡２０１０：９）。ウ

ズベキスタンでは，マハッラを通じて「活動

の組織化や社会的規制，人々の相互作用や相

互扶助，外的世界や公権力との相互関係が生

まれる。そして権力は共同体の長老と組んで

これを社会に対するコントロールの手段とし

て利用する」という（関２０１２：２６９）。こう

した地縁共同体のあり方が，強権的な政治体

制を支えるものとして機能してきたのである。

経済的には，強権的な政治体制のもとで独

立後も国家の経済介入を維持したまま漸次的

に市場経済へ移行してきた。そのため，独立

後の工業生産高の下落は，他の中央アジア諸

国と比べ低かったと指摘されている（岩崎

２００４：１９１）。しかし，１９９５年から１９９９年の年

平均インフレ率は６００％にものぼり，国民の

家計に大きな影響を与えたが，特に，貧困層

への打撃は非常に大きかったと考えられる

（樋渡２００５：２１）。ソ連崩壊が，各共和国に

与えた影響は非常に大きなものであった。

「計画経済によって生み出されていた過剰な

需要の喪失，各国への補助金の打ち切り」が

起こり，「独立後の各国に財政緊縮，公共サー

ビスの低下を余儀なくさせ，市民の生活にも

大きな打撃を与えた」と指摘されている（樋

渡２００５：２２）。

ウズベキスタンの経済的苦境は，依然とし

て続いている。漸次的であったとしても，経

済状況は「自由市場への移行が重視されたた

めに，いっそう悪化した」という（Back＝
２００７４３１）。さらに，世界中の他の国々と同

様に，グローバル化が進行するなか国際的な

競争にさらされている。IMF推計による２０１７
年の GDPは４７８．８億 USドル，一人当たりで
は１，４９１USドルである。これは，世界平均
の２０％に満たない水準である。また，１日２

USドル未満で暮らす貧困層は，国民の４０％
以上を占める１，２４８万人と推定されている。

しかし，経済的な苦境は国民全体に及んで

いるわけではない。「物質的な豊かさは，新

たに形成された官僚階層やその他の利権をも

つ人びとの手に集中し，貧富の差はひじょう

に拡大している」と指摘されているように

（Back＝２００７４３１�４３１），ウズベキスタン社
会において，官僚階級や新興富裕層と一般国

民，都市と農村の間の格差は極めて大きくなっ

ている。ウズベキスタン国家統計委員会の公

式発表による２０１７年の失業率は，５．８％であ

る。しかし，実際の失業率はより高いとみら

れる。さらに，就労していたとしても，十分

に生活できるだけの収入が得られるかどうか

は疑問である。

こうしたソ連崩壊後の市場経済への移行と

グローバル化の進行による格差と貧困の拡大

は，人身取引のプッシュ要因となっていると

考えられる。さらに，強権的政治体制と地縁

共同体を通じた社会コントロールのシステム

は，人身取引の予防や被害者の権利回復を難

しくしている大きな要因であると考えられる。

ここで，ウズベキスタンの女性の状況につ

いても言及しておきたい。社会主義が採用さ

れていたソ連時代において，女性の社会進出

は一定程度進んだといえる。その一方で，

「女性の役割は，家事，育児であるという認

識はソビエト時代を経ても変化することはな

かった」（宗野２０１４：２６）。ソ連崩壊後のウ

ズベキスタンでは，政府主導のナショナリズ

ムが復興するなか，「国をあげて古い家族モ

デルの復活などに力を入れ，女性は仕事をせ

ず家庭にいることが重要だといった価値観が

広がりつつある」という（五十嵐２００９：３１）。
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このような文脈において，「社会主義的理念

のもとに労働し，ウズベキスタンの伝統を忘

れがちであった男性に対し，女性たちは家で

の生活に重点を置くことが多かった。伝統的

な民族文化や慣習が色濃く残っていると考え

られていた家庭を中心に生活していた女性た

ちは，伝統文化の保持者である」とみなされ

ている（宗野２０１４：２６）。

３．２．ウズベキスタンにおける人身取引

人身取引は全てが公になっているわけでな

く（むしろ公になっていないものの方が多い

と考えられる），その全体像を把握するのは

困難である。そのような中でも，米国務省人

身取引監視対策本部が，「２０００年人身取引被

害者保護法」（TVPA）第１１０条に基づき毎年
発表している「人身取引報告書」（Trafficking
in Persons Report）には，世界のほぼ全て
の国の人身取引の動向に関する情報が集約さ

れている。

同報告書では，各国を人身取引への関与が

小 さ い 順 に「Tier１」「Tier２」「Tier２
Watch list」「Tier３」の４段階に分類して
いる。２０１８年６月に発表された２０１８年版「人

身取引報告書」では，ウズベキスタンは，

「Tier２ Watch list」に分類されている。
２０１６年と２０１７年は「Tier３」に分類されてい
たが，政府の対応策が評価されたのである。

例えば，政府主導で国民を動員して実施し

ている綿花収穫における強制労働が問題であ

ることを，政府が公式に認め，強制労働が減っ

たことが挙げられる。しかし，同報告書で

は，２０１７年の収穫でも，２６０万人のうち３３万

６０００人が強制労働であったと指摘している。

また，５４０万スム（約６７，２５０ドル）の予算

を，人身取引の被害に遭った男性，女性，お

よび子ども向けの国営シェルターを運営する

ために割り当てた。しかし，２０１６年の国営シェ

ルターの利用者は４６０人であり，政府は多く

の被害者を保護していない現状がある。被害

者を捜索したり，加害者を摘発・起訴したり

する努力も減少したという。商業的な性行為

の需要を減らす努力を怠ったことも指摘され

ている。

報告書では，人身取引被害者の保護・支援，

被害予防において，ウズベキスタン政府に代

わって，NGOが重要な役割を果たしている
と述べている。例えば，NGOは，国営シェ
ルターにアクセスできない人びとにサービス

を提供したり，移住と人身取引に関する電話

相談窓口を開設したりしている。これらの

NGOに対して，ウズベキスタン政府が資金
援助をしたり国有地の使用を許可したりして

いるなど，一定程度活動を支えていることも

評価されている。

なお，２００７年から２０１５年の間，明らかになっ

た人身取引の被害者のうち，６０～７０％程度が

男性である（UNODC２０１６：８５）。

４．事 例

以下では，２０１７年に，筆者らがウズベキス

タンで調査した事例を提示する。なお，人身

取引の被害者や支援者は，個人が特定される

ことで危険に晒される可能性が極めて高い。

そのため，倫理的配慮から匿名化し，詳細な

調査地や対象者選定の経緯などについては一

切記述しない。

４．１．被害者Ａ氏の事例

Ａ氏は，背中に障害を持っている中年男性

である。障害者の公的援助を受けていたが，

肉１キロを購入するのに３万スムかかるのに

対し，援助は２９．５万スムに過ぎなかったので，

労働せざるを得なかった。しかし，雇っても

らえるほど大きな会社はまったくなく，農業

の「手伝い」しかできなかった。だが，それ

では食べていくのに必要な生活費を得ること

はできないので，国境を越えて仕事を探さざ

るを得なかった。
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Ａ氏の兄が，ロシアで仕事を見つけたので，

Ａ氏もロシアに行くことにした。そして，

「朝鮮半島出身の人」に連れて行ってもらい，

牧羊者になった。しかし，そこの使用者はＡ

氏のパスポートを没収し，労賃は一切払わな

かったのである。

ある日，Ａ氏が頼まれて牛に餌を与えてい

たときに，Ａ氏が使用していた羊飼いの車が

火事になった。Ａ氏の使用者はこの火事を，

（ほぼ皆無の持ち物を全部なくした）Ａ氏の

責任だと言って，Ａ氏にこの車の代金を要求

した。Ａ氏の見方によれば，使用者がＡ氏に

借金を課し，長期的に将来にわたってそこで

無償で働き続けさせるために意図的に起こし

た火事だった可能性が高いという。

そこから逃げるしかないと思ったＡ氏は，

ロシア人２人とアルメニア人１人に，別な職

場を紹介してもらった。しかし，そこでも

「パスポートが無いから」と言って仕事に対

する報酬がもらえなかった。つまり，この新

しい使用者にも，連れの３人にも騙されてし

まったのである。パスポートを持っていない

ので，「違法の滞在」という理由で警察にも

行けなかった。こうして，どんなに頑張って

も，十分な生活費を得る見込みがないだけで

なく，そこから逃げる見込みさえなくなって

しまうという大変な困難に陥ってしまったＡ

氏は，ウズベキスタンにいる姉に電話した。

姉は（ウズベキスタンの）警察にも連絡し，

Ａ氏が人身取引の被害者支援活動をするNGO
とコンタクトを取れるようにした。このNGO
のサポートでＡ氏は，最終的にウズベキスタ

ンに帰ることができて，医療を受けること

も，４５万スムほどの助成金をもらうことも可

能になった。

インタビュー当時，Ａ氏は支援を受けて鶏

を飼っていて，生計を立てられるようになっ

ていた。その餌の半年分弱はこの助成金で買

うことができるという。A氏は毎日鶏の卵
を売る。Ａ氏は親戚から手助けを受けながら

共に生活しなければならない身ではあるが，

NGOの支援によって「自分の仕事」を得ら
れたことの意味は非常に大きい。

４．２．被害者Ｂ氏の事例

Ｂ氏は，４０歳前後と思われる女性である。

４人の子どもを養うために夫がロシアに出稼

ぎに行き，更に義理の父が家族を援助してい

た。この義理の父が亡くなって，Ｂ氏も収入

を得るために外国に行くべきかどうか悩んで

いたところ，近所の人の親戚（男性）が車で

回って来て，「カザフスタンで高い賃金が払

われる仕事のための（女性の？）労働者」を

募集した。Ｂ氏は２人の知人と一緒に出掛け

ることになった。「国境を越えるため」といっ

てパスポートが取り上げられた。カザフスタ

ンでは，朝４時から夜８時まで綿花の収穫で

重労働し，とてもつらい生活を強いられた。

体を洗うには冷たい水のバケツで，食べ物は

薄いスープと乾いたパンしかもらえず，何も

ない廃屋で自分が持ってきていたマットレス

で寝た。不満を言えば叩かれた。お金は一切

払われなかった。ゆえに，１週間たってから

騙されたに違いないと３人は認識した。

Ｂ氏は，人身取引の被害者を救う活動をし

ている NGOに電話をした。マハッラの掲示
板にポスターが貼られたりフライヤーが配布

されたりするなど広報されていたので，NGO
のことは知っていたのだという。しかし，

「誰に電話したのか」と使用者に言われ，殴

られ何も話せなかったので，仲間の女性が秘

密裏に NGOと連絡を取った。ウズベキスタ
ンの NGOは，自国・自県でしか活動できな
いが，カザフスタンにある同様のNGOとネッ
トワークを作っている。そのNGOのソーシャ
ルワーカーの支援によって，Ｂ氏たちはパス

ポートを取り返すことができた。ソーシャル

ワーカーはカザフスタンの警察と共に，ボス

に酷く脅かされたＢ氏たちを国境まで送り，

ウズベキスタンのNGOのソーシャルワーカー

北 星 論 集（社） 第５６号

― 94 ―



がウズベキスタン側で迎えた。

Ｂ氏たちが帰ってから，彼女たちを騙した

人物の親戚は，Ｂ氏たちに，警察にも弁護士

にも絶対に連絡をしないようにと懇願した。

騙した本人は別な町に引っ越して同様の詐欺

を繰り返し，更に少なくとも１０人の女性が被

害者になったようである。彼は連れてくる人

一人当たりいくらかのお金をもらって，この

人身取引を商売にしている。騙された人は帰

ることができても噂を立てられたり迫害を受

けたりするために自分が経験したことについ

て話さないので，犯罪者は結局無罪であるだ

けではなく，更に同じ方法で同じ犯罪を続け

ることができる。

自国に帰ってからも NGOのサポートは続
いた。もう二度と同じように騙されないよう

に，必要な注意や予防設置を教えてもらうと

同時に，自力で自営の形で収入を得るために

必要な職業訓練を受けた。ソーシャルワーカー

は，会話の中でＢ氏が何を望んでいるのかを

聞いてくれ，自身に合いそうな職業について

一緒に検討し，職業訓練の内容を決めていっ

た。その結果，現在Ｂ氏は菓子を製造してお

り，２つの店と契約を結んでいる。自分でも

直売できている。残り物があればそれを材料

と交換してもらえる。Ｂ氏は現在の状況につ

いて話すと，表情が急に明るくなってニコニ

コとしながら楽しく話す。

Ｂ氏たちの場合，NGOの活動は犯罪・被
害を阻止することができなかったが，国境に

近い町村で啓蒙活動を徹底的に行っていたの

で，Ｂ氏たちが早い段階で NGOのソーシャ
ルワーカーに直接に電話してスムーズに援助

を受けることができた。Ｂ氏は，NGOのソー
シャルワーカーが助けてくれたことに「非常

に感謝している」と言う。人身取引の被害に

遭うことで，「恐ろしい思いをたくさんした」

が，「助けてくれる人たちに出会えて良かっ

た」と受け止めている。特に，就労のための

勉強させてもらえたこと，そして自分の仕事

を得られたこと，怒りを共有できたことを，

「良かったこと」として挙げる。１８歳で結婚

して子どもをもうけたＢ氏は，自分のことを

「小中学校しか出ておらず，何の資格もなく，

もともと働いていなかった」と言い，「生活

のためのお金が必要だったので騙されてしまっ

た」と悔んでいる。「もっと勉強していれば

良かった」と口にするが，それは現実的には

困難であった。現在，仕事を続けられている

ことが，エンパワメントになっている。

Ｂ氏は，人身取引の対策として，現在NGO
が行っているように，潜在的な被害者に教育

や職業訓練の機会を設けてエンパワメントす

る必要があると言う。

４．３．支援NGOの代表者Ｃ氏の事例

Ｃ氏は，上記の２人と類似したケースの話

に加え，死に至るまで酷い虐待を受けた人の

ケースも述べた。そして，人身取引の背景に

ある歴史的・構造的な問題を指摘する。（以

下本節は全てＣ氏の話である）

ソ連時代，ウズベキスタンの失業率はほぼ

ゼロで，「非常に優れた福祉制度」が生活困

窮を予防していたと言う。しかし，ソ連崩壊

後，失業率が上昇した。能力のあるロシア人

は西側諸国に移動し，ウズベク人はロシアに

出稼ぎに行くようになった。ウズベキスタン

国内の工場で使われていた機械は老朽化し，

労働者に賃金が払われなくなっていたため，

修理する人もいなくなったので修理されるこ

ともなく他国に売却されてしまった。

こうした状況の中で，「他の国で良い仕事」

があると言ってウズベク人を騙す組織が増え

た。１０～２０人を連れて詐欺師も一緒に国境を

越えるので，捕まることは殆ど全くない。特

に女性が被害者になることがとても多い。中

には，教育水準の高い若い女性も含まれてお

り，家族が外国の「安全な職場」への旅を可

能にするためにお金を集めて手渡すことも珍

しくない。
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しかし，人身取引の組織に典型的なのは，

「国境を越えるため」又は，外国に着いてか

ら「レジストレーションのため」と言って全

員のパスポートを取り上げることである。そ

れで観光ビザでロシアに入ったり，ウズベキ

スタンの隣国キルキスタンで別なパスポート

が作られたりすることもあり，強制売春の目

的で特にドバイ，イスラエル，エジプトに売

られることが多い。酷い場合，女性は一日５０

人にもセックスの対象にされてしまう。「必

要な場合」，強制的に薬物を飲ませられるこ

ともある。この状況におかれて自殺する女性

も少なくない。

例として，騙されてイスラエルに連れて行

かれた若い女性のことが挙げられる。彼女は

売春することを拒否したので，色々なやり取

りの末，氷風呂に入ることを強制された。そ

の結果，最終的に病院で治療を受けても助か

る見込みのない重い肺炎になり，ウズベキス

タンに運ぶことも不可能な状態で亡くなって

しまった。彼女がイスラエルで働くことを母

親は許したが，父親は当初から反対していた。

結果的に彼女は騙されて亡くなってしまった

ので，そのことが原因で母親は父親から DV
を受け，障害を負ってしまった。

また，マレーシアに連れて行かれた女性の

例もある。彼女はウズベキスタン大使館に逃

げることができたが，そこの大使は人身取引

犯罪者と協力し，彼女を改めて売買してしまっ

たという。

また，残酷な強制労働で体調を壊した人が

どこかに棄てられ，「自分で仕事を探しなさ

い」と言われる場合もある。このような状態

におかれて「パスポートがない」という理由

で警察に捕まり，運がよければ人身取引の被

害者を支援する NGOに渡されることもある
が，運が悪ければ二次的被害を受けたり，改

めて重労働や売春を強制させられたり売買さ

れたりすることもある。

被害者は，帰ることができたとしても受け

た被害について話さない。その理由として，

先述の事例でも明らかな通り，新たな被害を

恐れるためでもあるが，旅費のために家族が

お金を集めたので恥ずかしくて，家族に大変

な迷惑をかけたと思う場合もあるし，そうで

ない場合でもコミュニティは，（特に性的）

被害を受けた人に同情を持たないだけではな

く，被害を受けたこと自体を当事者の責任に

する傾向が強いということもある。例えば，

自宅訪問する看護師が被害者がかかってしまっ

た病気を述べれば，それによって被害者が家

族から追い出されることになる。

他方，外国に行かずきつい肉体労働でも我

慢すれば何とかなるかと言えば，必ずしもそ

うとは言えない。国内でも強制労働があり，

「銀行の問題のために一時的」などの言いわ

けで賃金が払われないことも多い。労働契約

も失業保険もない。収入がないので家賃をは

じめ日常生活に必要な商品のための出費が続

くと，借金がどんどん増える一方にならざる

を得ない。この増加に歯止めをかける為には

職場を変える以外考えられる方法はない。

結局，傷つきやすい人は移動しても移動し

なくとも，この「傷つきやすい立場」から逃

げ出すことは運が特に良い場合しか可能では

ない。言い換えれば，リスクを引き受け自分

で努力するしかないということになる。

この様な困難に直面する被害者を支援する

ことを目的にした，様々な NGOが存在する。
その一部はソ連時代から残っており，一部は

現在の政府が作ったものである。主に，国外

から資金援助を受けて活動している NGOも
存在する。活動の内容と影響は（当然だが）

それなりに多様である。一般的には，（語彙

矛盾であるが）政府が作って運営する「NGO」
は「NGO」（non�government organization）
とは呼べない。しかし，例えば，ソ連時代か

ら残っており，現在の政府から多少の助成金

を受けている障害者団体等もあり，はっきり

とした線引きは難しく「曖昧」な形で存在す
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る組織も多い。

国連関係の組織としてウズベキスタンやそ

の隣国で IOM（International Organization
for Migration）も活動している。だが残念
ながら，IOMの国内組織では，影響力のあ
る政治家とコネのある人物によって中心的な

ポストが占められている。彼／彼女らは，必

ずしも人身取引の問題（少なくとも被害者を

救うこと）に対して大きな関心を持つ者とは

限らない。

ウズベキスタン政府は人身取引の被害者と

なった女性のためのシェルターを運営してお

り，警察が被害者をそこに連れて行くことが

ある。ただ，シェルターの滞在期間は１０日間

以内と制限されているので，被害者の女性は

その後どこかに行けるかと言えば，いずれに

せよそれは困難である。

効果的な人身取引対策のためは，警察，秘

密警察，外務省，政治家，公衆衛生局などが

連携しなければならない。しかし，多くの女

性被害者は警察を恐れているのが事実である。

また，人身取引問題に対する政府の態度は極

めて曖昧である。ウズベキスタンは中央アジ

アの国々の中で最も早く２００８年に人身取引を

明確に禁止する法律を作った。それから，

（少しずつだが）様々な条件が変わり始め，

警察による二次的被害も少なくなった。韓国

と労働移民に関する協定を結ぶことによって

ウズベク人にとっては韓国への出稼ぎが（比

較的）安全になった。しかし，そこでも想定

外の事件が起きることもあるので，充分な安

心感を持って出稼ぎに行くことは難しい。

例えば，ある家族が娘を韓国に行かせるた

めに，住んでいたアパートを売って飛行機の

切符を買った。しかし「天候の事情によって」

といった理由で飛行機はドバイで一度降りて，

乗客はホテルに宿泊させられた。そこでレジ

ストレーションのためにパスポートを渡した

ところ，人身取引の対象とされてしまったと

いうケースもある。

ウズベキスタンにおける人身取引をめぐる

根本的な問題は，政府が「国内に失業問題は

なく出稼ぎに外国に行く必要はないので，出

稼ぎに行く人はただ楽な生活を求めている

『怠け者だ』と強調している」ことである。

Ｃ氏が代表を務めている NGOに対する政
府の態度も，矛盾していると言わざるを得な

い。国外からの来賓も訪れるような公的な集

会においては，被害者への援助活動が賞賛さ

れる一方で，この NGOのメンバーは日常的
に監視・統制されている。また，政府から経

済的な援助を受けるのは非常に制限されてい

るが，IOM等の国際組織から資金提供を受
けることに対して批判が浴びせられたり，

「スパイ」として扱われたりすることも当然

のようにある。

こうした困難な状況にも関わらず，Ｃ氏が

代表を務めている NGOは，主に次の活動に
取り組んでいる。

a） 被害の予防のための啓蒙活動。特に，
「親戚」とか「知っている人」だからと

言って「良い仕事」の約束を信じること

なく，パスポートはどんな名目で要求さ

れても絶対手離さないこと，ウズベク政

府が承認した労働紹介所のみ利用するこ

とを注意している。また万が一の場合，

どういう風に誰に連絡を取ることができ

るかを教えている。

b） 被害者の救済活動。身体的・精神的

な治療，必要に応じて住宅を探すこと，

職業訓練，自営の開始のために経済的援

助など社会への再組み入れのサポート。

お金さえあれば，女性被害者のための

シェルターを作ったり，性的被害を受け

た人を全員に血液検査を可能にしたりし

たいという。

c） 上記の活動を実現するためのファンド
レーシング。

d） 政治家・警察への情報提供や態度変

更への要求。被害者を被害者として見分
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ける能力を育てるための警官への教育訓

練。法律の改善，特に移民労働の条件を

法律的に定めて当事者が安心して出稼ぎ

できるためにロシアなどの隣接の国々と

の協定・契約を結ぶ様に働きかけを行っ

ている。

５．考 察

以上，ウズベキスタンで実施した調査をも

とに，労働搾取型人身取引の被害者と支援者

の事例を提示した。ここからは，先行研究の

知見を手がかりにこれらの事例を分析する。

まず，労働搾取型人身取引が引き起こされ

てしまう背景を，被害者がおかれた状況に注

目して考察する。すなわち，なぜ，ウズベキ

スタンの人びとは，人身取引の被害に遭う可

能性があるにも関わらず，国外に就労の機会

を求めるのかということである。

被害に遭ったＡ氏・Ｂ氏ともに共通してい

るのは，ウズベキスタン社会において，生活

を組織化するための十分な収入を得ることが

できず，「外の」社会で就労の機会を得るこ

とを模索せざるを得ない立場に置かれていた

ということである。Ａ氏は，身体障害のため

就労は難しく，公的な保障も不十分であった。

Ｂ氏は，「小中学校しか卒業しておらず何の

資格も持っていない」と自分自身を説明して

いた。そのような女性が夫と共に家族を養う

ためにウズベキスタン国内で十分な収入を得

られるような仕事に就くことは困難であると

言った。いずれの事例においても，国内で脆

弱な（vulnerable）立場に置かれた人びとが，
国外に生活の展望を見出そうとする中で人身

取引の被害に遭っていたのである。

ソ連崩壊とグローバル化の進行の影響を受

け，ウズベキスタン国内で十分な賃金を得ら

れるだけの仕事に就くことが難しいという状

況が蔓延している。Ａ氏の兄もＢ氏の夫もそ

うであったように，ウズベキスタン国外に出

稼ぎに行くことは特別なことではない。Ａ氏

もＢ氏も贅沢な暮らしを望んだのではなく，

多くの人びとがそうしているように，生活の

ための出稼ぎを検討する中で騙されてしまっ

たのである。Ｃ氏が語った多くの事例もそう

であった。Ｃ氏は，性的搾取の被害に遭った

女性の事例も語ったが，彼女たちも自らその

ような仕事に就くことを望んだわけではなかっ

た。

人身取引は「貧しい国」の人びとが被害者

であり「豊かな国」の人びとが加害者である

という単純な構図ではないけれども，それが

やはり背景にあるということも，これらの事

例は示している。ウズベキスタン国内の状況

に注目すると，すべての人びとが貧しいわけ

ではないことが見えてくる。先述したように，

独立後のウズベキスタンでは，官僚階級や新

興富裕層と一般国民，都市と農村の間の格差

が極めて大きくなっている。人びとが「平等

に」貧しいのではなく，富の集中が生じてお

り，豊かな者と貧しい者に社会が分断されて

いるのである。当然ながら，人身取引の被害

に遭うのは貧しい人びとである。つまり，ウ

ズベキスタンにおける人身取引は，国際問題

であるだけではなく，国内問題としての側面

も持つのである。

被害者／加害者の構図も，複雑なものであ

る。今回紹介した事例だけでは詳細がわから

ない点もあるが，Ａ氏・Ｂ氏に直接関与し騙

した人物は，国際犯罪組織の正規メンバーで

あるとは言い難い。牧場から逃げ出したＡ氏

を騙した人物は，一緒に逃げ出した人身取引

の被害者（であるかのように思われた）人物

であった。Ｂ氏を騙した人物は，人材募集に

訪れた「近所の人の親戚」であった。人身取

引犯罪の末端を担う者自身も，そもそも自国

内において正規の仕事によって十分に収入を

得られない立場に置かれていることもありう

る。つまり，直接的な加害者も脆弱な立場に

置かれた人びとであることが少なくない様で
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ある。このことは，人身取引の被害予防を困

難にしている一つの要因である。さらに，加

害者が，信頼するに足りると思われる身近な

人びとであるならば，被害を防ぐことは困難

となる。国際的な動向を見てみると，人身取

引を犯罪として取り締まり，加害者を処罰す

る流れにある。もちろんこのことの必要性は

認めるが，それだけで人身取引の根本的な根

絶はもたらしにくいことを，本稿で提示した

事例は示唆している。

国外に希望を見出そうとする脆弱な立場に

置かれた人びとがいる一方で，彼／彼女らの

労働力を搾取しようとする資本家たちがおり，

人身取引が起こっている。グローバル化が進

化する中で激しい競争にさらされている小資

本家たちは，安価な労働力を必要としている

こともあるかもしれない。

これらを総合して考えるならば，労働搾取

型人身取引は，犯罪として取り締まりが必要

な問題であるだけでなく，政治的・経済的な

問題として対応が必要な問題であることが明

らかである。

人身取引の被害の予防や被害者の支援につ

いては，どのようなことが言えるであろうか。

Ｃ氏が代表を務めている NGOのような組織
が複数あるものの，端的に言うならば，ウズ

ベキスタンにおける活動は困難を極めている。

それは，人身取引に関連する普遍的な問題

（例えば，国際犯罪組織と対峙しなければな

らないことや，被害者捜索の難しさなど）だ

けでなく，ウズベキスタン特有の問題もある。

先述したように，人身取引は人身取引単体の

問題ではなく，政治的・経済的な問題をはら

んでいる。しかし，ウズベキスタン政府は，

国内に失業問題が存在することを認めてはい

ない。また，行政府が非常に強力な権力を握っ

ているなかで，NGOの活動は大きく制限さ
れてしまっている。

Ｃ氏のような NGOの活動が必要であるこ
とは言うまでもない。Ａ氏もＢ氏も被害に遭っ

てしまったとはいえ，NGOに連絡を取るこ
とで救出され，帰国後も支援を受けて生活の

基盤を作ることができた。被害者の回復にとっ

て，ミクロの次元の支援に焦点を当てるなら

ば，自分の仕事を持つことが重要であること

を２人の事例は示している。これは，単に生

活のための収入を得るというだけでなく，自

信ややりがいの獲得につながり，エンパワメ

ントを促すものでもある。逆に言うならば，

人身取引の被害に遭うような脆弱な立場に置

かれた人びとは，経済的な豊かさから排除さ

れているだけでなく，自己肯定感を持って生

きていくことからも排除されているのである。

Ｂ氏の語りの中にあったように，被害者を

支援するソーシャルワーカーの存在は非常に

大きい。人身取引の場合，その被害に遭った

ことの困難だけでなく，助かった後に直面す

る困難も大きい。Ｂ氏もＣ氏も語っていたよ

うに，被害に遭ったこと自体がスティグマと

なり，自分が地域コミュニティから疎外され

る可能性が低くない。そのような中で，ソー

シャルワーカーには，被害者が収入の手段を

得られるようにすること以上の支援が求めら

れているのである。

また，人身取引の被害を予防したり，被害

に遭ったときに助けを求めたりできるように

するためには，地域コミュニティでの啓発活

動が重要であることも示されていた。先行研

究で述べられていたように，マハッラは社会

統制の機能を果たしている一方で，相互扶助

や教育の機能を果たしている側面もある。社

会資源として，既存の地域コミュニティをど

のように活用するのかが問われているであろ

う。さらに，被害者を排除しないようなコミュ

ニティへと変革することも不可欠である。

しかしいずれの活動についても，NGOの
努力だけで継続できるようなものではない，

国際機関による取り組みが前進しようとも，

各々の国の内部での対策が取られないならば

効果は限定的である。特に，ウズベキスタン
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のような国では，政府が主体的に人身取引問

題に取り組むとともに，（文字通りの意味に

おいての）NGO の活動を支えるための資金
的援助を促進することが必要である。そのた

めには，国際的な働きかけが重要となってく

る。

おわりに

本稿では，労働搾取型人身取引の背景と実

態の一端を明らかにすることを目的とし，労

働搾取型人身取引や強制労働に関する先行研

究を学際的に検討し整理するとともに，筆者

らが２０１７年にウズベキスタンで調査した労働

搾取型人身取引の被害者と支援者の事例を取

り上げ論じてきた。

先行研究を検討することで明らかになった

のは，人身取引問題の複雑さである。人身取

引は組織犯罪の問題であるだけでなく政治的・

経済的な問題でもあり，国際問題であるだけ

でなく国内問題でもある。さらに，被害者に

充分な支援が届かなかったり，コミュニティ

から排除されることも少なくない。それらの

ことが，人身取引の根本的な解決が必要であ

りながらも難しくしている。

人身取引は，特殊な問題ではなく，グロー

バルな経済体制において生じているある意味

普遍的に見られる問題である。そのことは，

一見すると人身取引と何ら関係がないかのよ

うに思われる人びとにも，道義的な責任があ

ることを示唆している。われわれの周囲には，

直接的にであれ，間接的にであれ，人身取引

によって労働搾取された人びとが関与した商

品が溢れている。そのような中で，「消費者」

としては，どのような選択をすべきかを常に

意識しなければならない。

また人身取引について，「遠い国」で起き

ていることのみならず，国内で起きているこ

とについても実態を把握することは難しい。

例えば，日本は人身取引の代表的な受け入れ

国の一つであるが，そのことを実感を持って

認識している者は少ないのではないだろうか。

最後に，調査に関して「考察」において論

じたことに加え，つぎのことを述べて起きた

い。それは，ウズベキスタンで人身取引の予

防と被害者支援のために活動している人びと

の力強さである。調査に応じたＣ氏は，困難

な状況にありながらも，活動に尽力している

ことを活き活きと語っていた。危険を顧みず

国家や国際犯罪組織と対峙しながら，人びと

と共に実践するその姿に，筆者らは尊敬の念

を抱かずにはいられなかった。筆者らは，人

身取引の被害にあったＡ氏が，支援を受けて

鶏の飼育をしている現在の様子の写真を見せ

てもらった。そこには活き活きと働くＡ氏の

姿が写っていた。Ｂ氏は，ソーシャルワーカー

の支援に対して，「感謝している」と笑顔で

語っていた。彼／彼女らの現在の姿は，Ｃ氏

らのような人びとの支援があってこそのもの

である。

人身取引の被害の現状が顕在化し難いのと

同様，支援に奮闘している人びとや被害から

回復した人びとの現状も顕在化し難い現実が

ある。人身取引の被害者が支援を必要として

いるだけでなく，支援者もまた支援を必要と

している。わらわれは，人身取引の現状を知

るのみならず，支援者との国際的な連帯を作

るために努力することが求められているので

はないだろうか。
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